
平成２４年度 都区財政調整再調整方針 

 

 平成２４年度の都区財政調整については、平成２４年度都区財政調整決定方針（平

成２４年８月６日決定）に基づき区別算定が行われたが、その後の調整税の動向を踏

まえ、下記により再調整を行うものとする。 

 

記 

 

第一 交付金の総額 

 

 平成２４年度東京都一般会計予算において、調整税が増額補正されることに伴い、

交付金の総額を増額するものとする。 

 

第二 基準財政需要額 

 

 次の事項に係る経費について、再算定するものとする。 

 １ 投資的経費における元利償還金 

２ 大規模改修経費（議会総務費）（特定財源） 

 ３ 減債対策経費 

 ４ 補正係数の変更（民生費及び清掃費） 

 ５ 道路占用料（特定財源） 

   

第三 今後の措置 

 

 １ 平成２４年度都区財政調整の再調整に関し、平成２４年度分の都と特別区及び  

特別区相互間の財政調整の特例に関する条例案及び補正予算案を平成２５年第一

回東京都議会定例会に付議するものとする。 

 ２ 区別の算定は、上記条例の公布及び補正予算の成立を待って行う。 



平成２４年度都区財政調整再調整概要 

 

１ 普通交付金の再調整額           ４４，４８４百万円 

 

 （１）当初算定残額                   １５，３１９百万円 

 

 （２）税収増による交付金の増              ２９，１６５百万円 

 

２ 再調整の内容             ４４，４８４百万円（ア＋イ） 

 

 （１）普通交付金所要額                ４４，２０３百万円 ア 

   

 （主な内訳） 

投資的経費における元利償還金の算定    ４８，０３８百万円 

減債対策経費の算定             １，１４０百万円 

道路占用料の見直し（特定財源）      △３，８７８百万円 

 

 （２）特別交付金への加算                 ２８１百万円 イ 

 

３ 再調整後の交付金の総額       ９０５，０４７百万円 

 

 （１）普通交付金                                 ８５９，５１４百万円 

 

 （２）特別交付金                                    ４５，５３３百万円 



平成２４年度都区財政調整（再調整）事項 

 

項目 提案の内容及び趣旨 
影響額 

（百万円） 

【議会総務費他／投資】 

元利償還金の算定 

平成２４、平成２５年度の２年間に渡り、分割

して算定することとしていた元利償還金につい

て、平成２５年度分を全額前倒しで算定し、後年

度負担の軽減を図る。 

 

48,038

【議会総務費／投資】 

大規模改修経費の算定 

（特定財源） 

大規模改修経費について、特定財源において臨

時的に充当していた起債を見直し、後年度負担の

軽減を図る。 

 

 

930

【その他諸費／経常】 

財政健全化対策 

（減債対策経費の算定） 

 減税補てん債等の償還経費が累積している実

態を踏まえ、その償還に備えて、減債対策経費を

算定し、後年度負担の軽減を図る。 

・平成１８年度における特別区民税に係る減税

補てん債相当額（平成２５年度償還額） 

1,140

【民生費･清掃費／経常】 

補正係数の変更 

民生費の国民健康保険事業助成費（態容補正

Ⅲ）及び清掃費の収集車両費（態容補正Ⅱ）並び

に処理処分費（態容補正）について、補正係数を

変更する。 

△46

【土木費／経常】 

道路占用料の見直し 

（特定財源） 

道路占用料について特別区の実態を踏まえ、算

定内容を見直す。 

 

 

△3,878
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